
以前インドネシア到着時のＶＩＳＡ（Ｖｉｓａ　Ｏｎ　Ａｒｒｉｖａｌ＝ＶＯＡ）取得者に対して、入国拒否や賄賂要求と

いったトラブルが頻発しており、トラブルがなく安心して入国が出来るサービスとして、弊社では正規の空港業者が

ジャカルタ・スカルノハッタ空港の入国審査等をアシストするサービス（ファーストトラックサービス）の販売を

致しております。

一昨年(2015年）１２月、インドネシア入国管理局より、これまで観光目的限定とされていた３０日以内の滞在ビザ

免除に関し、以下の通り同ビザ免除での入国目的が拡大された旨、関係機関へ通達が発出されました。

インドネシアでは通常、このような通達が関係諸機関に共有されるまで一定の時間を要することから、

大使館が確認作業を行っておりましたが、この度、在日本インドネシア大使館ホームページにおいても広報が開始

されました。しかしながら、本通達が入管職員の全てに伝わっていない為か、入管のトラブルは依然耳に致します。

このようなトラブルがなく、スムーズに入国が出来るように、弊社の入国アシストサービスのご利用は

いかがでしょうか？

（ビザ免除にて認められる入国目的） （ビザ免除に該当しない４項目）

a. 観光 a. スポーツ（商業目的でないもの）

b. 親族訪問 b. 研究、短期留学、短期トレーニング

c. 社会訪問 c. 商談（ビジネス・ミーティング）

d. 芸術・文化活動 d. 物品購入

e. 政府用務

f. 講義・セミナー等参加

g. 国際展示会参加

h. インドネシアでの本社または代理店の会議出席

i. 他国への乗り継ぎ

◆　サービス内容　◆

◆　サービス内容　◆◆　サービス内容　◆

◆　サービス内容　◆


